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次の事項について、国が責任を持って対応していただきたい。

１ 国内の生産者や流通関係者ならびに消費者に無用の混乱をきたさないため、厚生労働

省が、全国同一のリスク管理やＳＲＭの分別管理の指導強化に取り組み、国民の食品に

対する信頼の確保に努めること

また、混乱を招き、牛肉の消費が低迷した場合、牛肉の消費拡大等の措置を行うこと

２ 飼料規制やＳＲＭの除去などのＢＳＥ対策の有効性について、広く消費者に対して丁

寧な説明を行うこと

３ 非定型ＢＳＥなど、安全に係わる新たな問題が確認された場合は、速やかな対応をす

ること

４ 国は、今後の長期的な展望に立ったリスク管理のあり方について、ロードマップを作

成し、国民に説明を行うこと

５ 非定型ＢＳＥを含めた調査研究を推進すること


